


　なお、その年における収入・支出および資産等が全くない場合においても、収支報告書の提出が必要

です（様式（その1）（その2）（その17）（その20）の 4枚は必ず提出する必要があります。それぞれの
記載方法は後述の各様式の説明を参照してください。）。

　収支報告書は、毎年12月31日現在（解散等の場合には、その日現在。以下同じ。）で、その年における全
ての収入および支出（当該政治団体のために、その代表者または会計責任者と意思を通じてされた支出を
含みます。）の総額、資産等ならびにそれらの明細等について、各様式に従って報告するものです。
　収入とは、金銭、物品その他の財産上の利益（債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労務の無償提供
などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切のものをいいます。）の収受で、政治資金
規正法第８条の３により認められた方法による政治資金の運用に係る金銭等（元本）の収受以外のもの
をいいます。支出とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与または交付で、法第８条の３により認
められた方法による政治資金の運用に係る金銭等（元本）の供与または交付以外のものをいいます。
　なお、政治団体以外の者が、その対価に係る収入の金額が1,000万円以上となる政治資金パーティー
を開催する場合（以下「特定パーティー開催団体」という。）は、政治団体とみなされ、収支報告書を
提出しなければなりませんが、その場合にあっては、報告書を提出する日現在で、当該特定パーティー
開催団体の開催した政治資金パーティーに係る全ての収入および支出（それぞれ予定のものを含みま
す。）の総額およびそれらの明細等について記載します。

７　　　　

７　　　　

１　　　　

１　　　　

１　　　　

２



２　「資金管理団体の指定の期間」欄には、12月31日現在での資金管理団体の指定の有無にかか　 
　わらず、当該年中において一部の期間のみ資金管理団体として指定されていた場合（解散等 

　により資金管理団体でなくなった場合を含みます。）に、その期間を記載します。

　消されたとき（または解散等により資金管理団体でなくなったとき）には、1 月 1 日から資金管理  
   団体の指定を取り消された（資金管理団体でなくなった）日まで、というように記載します。



２　「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄には、12月31日現在での国会議員関係政治　 
　団体に関する特例の適用の有無にかかわらず、当該年中において一部の期間のみ国会議員関係政 

　治団体に関する特例規定が適用されていた場合（解散等により国会議員関係政治団体でなくなっ 

　た場合を含みます。）に、その期間を記載します。

　 

　



































　候補者が選挙運動に関して支出した経費は、政治団体の経費とは異なるため、政治団体の収
支報告書には計上しません。（選挙運動費用収支報告書と政治資金収支報告書に、二重に計上
することはありません。）













































乙
　
野



（政治資金規正法施行規則第９条
第４項）。



乙
　
野



５万円以上１万円超

５万円以上１万円超

５万円以上１万円超

５万円以上１万円超 ５万円以上

５万円以上１万円超 ５万円以上

５万円以上１万円超 ５万円以上

５万円以上１万円超 ５万円以上

５万円以上１万円超 ５万円以上

５万円以上１万円超 ５万円以上
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  （租税特別措置法第41条の18）。



（２）次に、寄附者は、原則として所得税法に規定する確定申告の際に上記寄附金（税額）控除のた　 
　  めの書類を提出することにより手続が終わります。
　　 なお、この書類が確定申告に間に合わない場合には、代わりに政治団体から発行される「寄附金　 
　  の領収書の写し」を添付していったん確定申告をし、その後に政治団体からこの書類の交付を受け 
　  て確定申告をした税務署に提出することになります。また前年分については、確定申告をしている 
　  場合には更正請求を行う必要があります。前年分の確定申告をしていない場合は、期限後の確定申  
     告の手続きを行うことになります。








